
県対策本部設置政府対策本部設置

国・県と市町の連携

県国 市町

特措法第２２条

緊急事態宣言発令 市町対策本部設置特措法第３４条

緊急事態措置を
講じる地域指定

（基本的対処方針変更）

「緊急事態措置」

①外出自粛要請

②イベント自粛要請

③施設使用制限（休止）

資料１－３

検体・検査の情報共有
・ 約１,６００件（５月19日現在）
・ 検体搬入、陽性判明時の首長との情報共有

首長間の情報共有
① ４月14日首長会議実施（情報提供体制の確認、医療提供体制の説明）
② ４月27日WEB会議で実施

（GW期間の外出自粛要請、学校休業延長、総合対策）
県・市町の説明会および意見交換の実施（４月８日）

基本的対処方針策定

• 患者家族の生活支援

• 支援金事務の一括化（13市町分）

県地方本部


